
事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 北海道農政部農村振興局農村設計課長  殿 

 

 

農林水産省農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の市町村等に通知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 東北農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の県に対し通知するともに、県から管内の市町村等に通

知し、周知するようお願いする。 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 関東農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の都県に対し通知するともに、都県から管内の市町村等

に通知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 北陸農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の県に対し通知するともに、県から管内の市町村等に通

知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 東海農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の県に対し通知するともに、県から管内の市町村等に通

知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 近畿農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の府県に対し通知するともに、府県から管内の市町村等

に通知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 中国四国農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の県に対し通知するともに、県から管内の市町村等に通

知し、周知するようお願いする。 

 

 

  



事 務 連 絡  

令和２年７月８日  

 

 

 九州農政局農村振興部農地整備課長  殿 

 

 

農村振興局整備部農地資源課  

多面的機能支払推進室長  

 

 

令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から管内の県に対し通知するともに、県から管内の市町村等に通

知し、周知するようお願いする。 
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令和２年７月豪雨による被災地域における多面的機能支払交付金の取扱いについて 

 

 

 令和２年７月豪雨により、九州等を中心とした各地域の農林水産業に被害がもたらされ

たところである。 

 多面的機能支払交付金では、農地維持活動の取組のうち、異常気象後の応急措置として

「農用地、水路（附帯施設含む）、農道及びため池（以下「農用地等」という。）に障害が生

じるような状況である場合、必要な応急措置を行うこと」を定めており、農用地等の法面

の補修や堆積した土砂・流木等の撤去について、活動組織及び広域活動組織（以下「活動

組織等」という。）の共同活動の対象としている。 

 また、甚大な自然災害の被災地域においては、活動組織等は応急措置に加えて、農地周

りの施設の小規模な被災箇所の補修や更新等に本交付金を重点的に活用することが可能で

あり、それにより活動組織等が地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすこと

が困難な場合には、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26年４月１日付け 25農振第 2254

号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第４の３並びに別紙２の第４の１の（３）及び２

の（３）に基づき、農地維持活動、資源向上活動（共同）及び資源向上活動（長寿命化）に

関する活動要件の特例の適用を可能としている。 

加えて、活動組織等が被災した農地周りの施設の応急措置又は補修・更新等を当該年度

の予算で賄えない場合には、多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月１日付け 25

農振第 2255 号農林水産省農村振興局長依命通知）第１の７の（６）並びに第２の８の（６）

に基づき、他の活動組織等から交付金の融通を受けることも可能としている。 

 これらについて、貴職から沖縄県に対し通知するともに、沖縄県から管内の市町村等に

通知し、周知するようお願いする。 

 

 

 



多面的機能支払交付金を活用した災害復旧への支援

【支援対象】
○対象組織が活動計画書に位置付けている「保全管理する区域内の農用地、水路、農道、ため池」。

【支援内容】
○農地維持活動による「堆積した土砂・流木等の撤去などの応急措置が可能」。
○甚大な自然災害の場合には、被災した施設の「小規模な被災箇所の補修や復旧等に、交付金を重点的に活用

することが可能」。この場合、計画していた今後の活動ができず活動要件を満たすことが困難となっても、
地方農政局長等から特例措置の承認を受けることで、交付金の返還を免除。

○また、災害対応に十分な資金が無い場合は「別の対象組織から交付金の融通を受けることが可能」。
※ただし、災害復旧にかかる予算の追加配分はない（面積当たり交付単価による定額補助の範囲内）。

農地維持活動による応急措置イメージ

小規模な被災箇所の補修・復旧等イメージ

大雨により水路に堆積した土砂を地域共同で撤去（外注も可能）

地震により破損した水路を地域共同で補修（外注も可能）

４月 ５月 ・・・・・・ ９月 10月 11月 ・・・・・・ ３月

活動計画 泥上げ・草刈り・補修等 泥上げ・草刈り・補修等

実 施 予定どおり実施済み
災害復旧活動を実施

（計画していた泥上げ等の活
動は実施できなくても良い）

甚大な自然災害が発生

特例措置のイメージ

甚大な自然災害時における対象組織間の交付金融通

＜年交付額が300万円の組織における予算融通の具体例＞

災害発生

異常気象時の対応

A組織

支
出
済
み

災
害
対
応

自
己
資
金

200 300 350

改正前

交付金の融通

B組織 C組織

支
出
済
み

余
剰
金

200 250

支
出
済
み

災
害
対
応

200 300 350

改正後

災害発生
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（別紙１）農地維持支払交付金に係る事業の実施方法 

第４ 対象活動 

 １ 農地維持支払交付金の交付の対象となる活動は、第５の２に定める

活動計画に基づくものであって、農村振興局長が別に定めるところに

より都道府県知事が策定する、地域活動指針及び同指針に基づき定め

る要件を満たすものとする。 

 ２ （略） 

 ３ １の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が１の地域

活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難な場合に

は、市町村長は、都道府県知事と協議の上、都道府県知事を通じて、農

村振興局長が別に定めるところにより地方農政局長等の承認を受け、

当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙２）資源向上支払交付金に係る事業の実施方法 

第４ 対象活動 

   資源向上支払交付金の対象となる活動は、以下に掲げる取組とする。 

 １ 地域資源の質的向上を図る共同活動 

第１ 農地維持支払交付金 

 ２ 対象活動 

 （５）要綱別紙１の第４の３の活動要件の特例の内容は、都道府県知事が

策定する地域活動指針及び同指針に基づき定める要件にかかわら

ず、被災した対象農用地の区域内の農地周りの施設の応急措置又は

補修・更新等に取り組むことにより、当該年度の活動要件を満たすも

のとみなすこととする。 

 （６）市町村長は、要綱別紙１の第４の３の活動要件の特例措置を適用し

ようとするときは、都道府県知事と協議の上、活動要件の特例措置を

適用する対象組織を指定し、都道府県知事を通じて地方農政局長等

（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総

合事務局長、その他の都府県にあっては地方農政局長をいう。以下同

じ。）の承認を受けるものとする。（後略） 

 ７ 活動の実施 

 （６）市町村長は、対象組織が当該年度の予算の残額で第１の２の（５）

に定める活動を賄えない場合は、他の対象組織から交付金の融通を

受けることができるよう努める。この場合、対象組織が年間で受け取

る交付金の総額は、要綱別紙１の第６の１に定める交付額によらな

いものとする。市町村長は、この措置にあたって、翌年度以降の交付

金の交付の際に融通相当額を上限に相殺し、交付することも可能と

する。 

 

第２ 資源向上支払交付金 

 ２ 対象活動 

 （５）要綱別紙２の第４の１の（３）の活動要件の特例の内容は、都道府

県知事が策定する地域活動指針及び同指針に基づき定める要件にか
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 （１）第５の２に定める活動計画に基づくものであって、農村振興局長が

別に定めるところにより都道府県知事が策定する、地域活動指針及

び同指針に基づき定める要件を満たすものとする。 

 （３）（１）の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対象組織が（１）

の地域活動指針及び同指針に基づき定める要件を満たすことが困難

な場合には、市町村長は、都道府県知事と協議の上、都道府県知事を

通じて、農村振興局長が別に定めるところにより地方農政局長等の

承認を受け、当該対象組織の活動要件の特例を設けることができる。 

 ２ 施設の長寿命化のための活動 

 （１）対象組織の資源向上活動（長寿命化）の対象とする施設・活動が、

農村振興局長が別に定める対象施設・対象活動に関する国の指針に従

い都道府県知事が策定する対象施設・対象活動に関する指針に基づく

ものであること。 

 （２）対象組織が管理する水路に加え、本交付金を活用して補修・更新等

を行おうとする農道、ため池等を活動計画に位置付け、資源向上活動

（長寿命化）を実施すること。 

 （３）（１）及び（２）の規定にかかわらず、甚大な自然災害により、対

象とする施設・活動が（１）の都道府県知事が策定する地域活動指針

に基づくものであることが困難な場合及び対象組織が（２）の要件を

満たすことが困難な場合には、市町村長は、都道府県知事と協議の

上、都道府県知事を通じて、農村振興局長が別に定めるところにより

地方農政局長等の承認を受け、当該対象組織の活動内容の特例を設

けることができる。 

 

かわらず、被災した対象農用地の区域内の農地周りの施設の応急措

置又は補修・更新等に取り組むことにより、当該年度の活動要件を満

たすものとみなすこととする。 

 （６）市町村長は、要綱別紙２の第４の１の（３）の活動要件の特例措置

を適用しようとするときは、都道府県知事と協議の上、活動要件の特

例措置を適用する対象組織を指定し、都道府県知事を通じて地方農

政局長等の承認を受けるものとする。（後略） 

 （７）（略） 

 （８）要綱別紙２の第４の２の（３）の活動内容の特例の内容は、都道府

県知事が策定する地域活動指針及び要綱別紙２の第４の２の（２）の

要件にかかわらず、被災した対象農用地の区域内の農地周りの施設

の応急措置又は補修・更新等に取り組むことにより、当該年度の活動

要件を満たすものとみなすこととする。 

 （９）市町村長は、要綱別紙２の第４の２の（３）の活動内容の特例措置

を適用しようとするときは、都道府県知事と協議の上、活動内容の特

例措置を適用する対象組織を指定し、都道府県知事を通じて地方農

政局長等の承認を受けるものとする。（後略） 

 ８ 活動の実施 

 （６）市町村長は、対象組織が当該年度の予算の残額で第１の２の（５）

に定める活動を賄えない場合は、他の対象組織から交付金の融通を

受けることができるよう努める。この場合、対象組織が年間で受け取

る交付金の総額は、要綱別紙２の第６の１に定める交付額によらな

いものとする。市町村長は、（６）の措置にあたって、翌年度以降の

交付金の交付の際に融通相当額を上限に相殺し、交付することも可

能とする。 

 

 



多面的機能支払交付金実施要綱 多面的機能支払交付金実施要領 

（別記１－２）国が定める活動指針及び活動要件 

第４ 取組の説明 

 １ 農地維持活動 

 （１）地域資源の基礎的な保全活動 

   ３）実践活動 

    オ 共通 

     ⑯ 異常気象時の対応 

      □ 異常気象後の見回り 

       ・ 洪水、台風、地震、豪雪等の異常気象等が収まった後に、

十分に安全を確認した上で、農用地（畦畔、排水口、法面

等）、水路、地上部のパイプライン附帯施設（ポンプ場、

調整施設等）、農道、ため池及び附帯施設の見回りを行い、

状況を把握すること。 

      □ 異常気象後の応急措置 

       ・ 異常気象等後の見回りの結果、農用地に障害が生じるよ

うな状況である場合、又は水路、農道及びため池に土砂や

雑木等がみられたり、施設機能に障害が生じるような状

況である場合、必要に応じて応急措置を行うこと。 
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